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2023年７月 No.９ 

労使双方の多様なニーズに応じた働き方の実現に向けて（裁量労働
制に関するルールの改正） 

弁護士 清水 美彩惠 
弁護士 倉地 咲希 

はじめに 

 裁量労働制について、2023年 3月 30日に、関連する労働基準法施行規則や指針等が改正され 1、裁量労働制
に関するルールの見直しが行われました（以下「本改正」といいます。）。本改正は、裁量労働制に係る実態調査
において、実質的には裁量がない労働者に対する裁量労働制の適用や、処遇の面などにおいても潜脱的な運用が
なされていた事案が見受けられたことを受けて、規制を強化する趣旨で行われたものであり、本改正により、専
門業務型裁量労働制の対象業務の追加、裁量労働制の適用・運用に関するルールの改正（専門業務型裁量労働制
においても本人同意を要件とすること、同意の撤回に係る手続の義務化、撤回及び不同意の場合の不利益取扱い
の禁止、健康・福祉確保措置の強化等）が行われました。本改正は、2024年 4月 1日から施行・適用される予
定です。 

本ニュースレターでは、裁量労働制について概説した上で、本改正の概要について説明します。 

裁量労働制の概要 

 裁量労働制とは、業務の性質上、業務遂行の方法や時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務
について、実際の労働時間にかかわらず、労使協定又は労使委員会の決議で定めた時間を労働したものとみなす制
度です。技術革新、情報化などの社会経済の変化を背景として、業務遂行の仕方について労働者の裁量の幅が大き
く、労働時間を一般労働者と同様に厳格に規律することが、業務遂行の実態等に鑑み、適切ではないと考えられる
専門的労働者が増加したことから、昭和 62年の労働基準法（以下「労基法」といいます。）改正により創設されま
した。 
 裁量労働制には専門業務型裁量労働制（労基法 38条の 3）と企画業務型裁量労働制（労基法 38条の 4）の 2種
類があります。 
 

（1） 専門業務型裁量労働制  

 専門業務型裁量労働制は、厚生労働省令及びそれに基づく告示において指定される特殊専門的な業務に従事する
労働者を対象に、労働時間のみなし制を認める制度です（労基法 38条の 3第 1項 1号）。具体的には、①新商品
もしくは新技術の研究開発等の業務、人文科学・自然科学の研究の業務、②情報処理システムの分析又は設計の業

 
1「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令」（令和 5年厚生労働省令第
39号）及び「労働基準法第 38条の 4第 1項の規定により同項第 1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための
指針及び労働基準法施行規則第 24条の 2の 2第 2項第 6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示」（令
和 5年厚生労働省告示第 115号） 

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/171-1/gaikyou.pdf
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/171-1/gaikyou.pdf
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務、③新聞・出版の記事の取材・編集、放送番組制作のための取材・編集の業務、④衣服、室内装飾、工業製品、
広告等の新たなデザインの考案の業務、⑤放送番組、映画等の制作のプロデューサー・ディレクターの業務、⑥コ
ピーライターの業務、⑦システムコンサルタントの業務、⑧インテリアコーディネーターの業務、⑨ゲーム用ソフ
トウェア開発の業務、⑩証券アナリストの業務、⑪金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務、⑫大学
における教授研究の業務、⑬公認会計士の業務、⑭弁護士の業務、⑮建築士（一級建築士、二級建築士及び木造建
築士）の業務、⑯不動産鑑定士の業務、⑰弁理士の業務、⑱税理士の業務、⑲中小企業診断士の業務が指定されて
います（労基法施行規則 24条の 2の 2、平成 9年 2月 14日労働省告示第 7号、平成 14年 2月 13日厚生労働
省告示第 22 号、平成 15 年 10 月 22 日厚生労働省告示第 354 号）。これらは限定列挙であるため、①～⑲のい
ずれかの業務に該当しなければ、本制度の適用はできません。 
 専門業務型裁量労働制を導入するためには、(i)制度の対象とする業務、(ii)対象となる業務遂行の手段や方法、
時間配分等に関し労働者に具体的な指示をしないこと、(iii)労働時間としてみなす時間、(iv)健康・福祉確保措置、
(v)苦情処理措置等の法令で定める事項について、事業場の過半数組合又は過半数代表者との間で、労使協定を締
結した上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要とされています。 
 

（2） 企画業務型裁量労働制 

企画業務型裁量労働制は、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、分析の業務に従事する労働者
を対象に、労働時間のみなし制を認める制度です（労基法 38条の 4第 1項 1号）。企画業務型裁量労働制は、典
型的には、企業の経営企画の策定等を担当する労働者が想定されていますが、専門業務型裁量労働制のように法令
によって対象業務が限定されているわけではなく、広く、事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査、
分析の業務に従事するホワイトカラーの裁量性を有する業務に活用できる余地のある制度とされています。具体的
にどのような業務が対象となり得るかについては、「労働基準法第 38条の 4第 1項の規定により同項第 1号の業
務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」（平成 11年 12月 27日労働省告示第 149号。以
下「企画業務型指針」といいます。）において、対象となり得る業務及び対象となり得ない業務の例が挙げられて
おり、参考になります。 
このように、企画業務型裁量労働制は、対象業務の境界線が明確ではなく、対象範囲の特定を労使に委ねざるを

得ない面があることから、専門業務型裁量労働制よりも厳格な適用要件が課されています。具体的には、企画業務
型裁量労働制を導入するためには、(i)制度の対象とする業務、(ii)対象労働者、(iii)労働時間としてみなす時間、(iv)
健康・福祉確保措置、(v)苦情処理措置、(vi)制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及び
不同意の労働者に対し不利益取扱いをしてはならないこと等の法令で定める事項を、労使委員会の委員の 5分の 4
以上の多数による議決により決議した上で、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要とされています。前記(1)
のとおり、専門業務型裁量労働制の適用要件は、事業場の過半数組合又は過半数代表者との労使協定の締結ですが、
企画業務型裁量労働制の場合は、さらに厳格な手続的規制として、（過半数組合又は過半数代表者により指名され
た）労働者代表委員をその委員の半数とする労使委員会の委員の 5 分の 4 以上の多数による決議が要求されてい
ます。 

本改正①（専門業務型に関する改正） 

 本改正においては、専門業務型裁量労働制に関し、以下の改正がなされました。 

（1） 対象業務の追加 

専門業務型裁量労働制の対象業務に、「銀行又は証券会社における顧客の合併及び買収に関する調査又は分析及
びこれに基づく合併及び買収に関する考案及び助言の業務」（いわゆる「M&A 業務」）が追加されることとなりま
した。これにより、対象業務の数は従来の 19業務から 20業務となります。 
 

（2） 労使協定事項の追加（本人同意の取得・同意の撤回及びそれらに関する記録の保存） 

本改正により、専門業務型裁量労働制の適用に際して、労使協定に定めなければならない事項として、以下①～
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③の事項が追加されました。 
 
① 専門業務型裁量労働制の適用に際し、制度の適用について労働者本人の同意を得なければならないこと及

び当該同意をしなかった当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと（改正後労
基法施行規則（以下「改正後規則」といいます。）24条の 2の 2第 3項 1号） 

② ①の同意撤回に関する手続（同 2号） 
③ ①の同意及びその撤回に関する労働者ごとの記録を協定の有効期間中及び当該有効期間の満了後5年間（当

面の間は 3年間）保存すること（同 3項 4号ハ、同 24条の 2の 2の 2、同附則 71条） 
 
①の事項及び③のうち同意に関する記録の保存については、企画業務型裁量労働制においては、現行法において

も、労使委員会決議事項とされていますが（労基法 38条の 4第 1項 6号）、本改正により、専門業務型裁量労働
制においても、制度の適用に際し労働者本人の同意を得ることが必要とされました。 

本改正②（企画業務型に関する改正） 

本改正においては、企画業務型裁量労働制に関し、以下の改正がなされました。 

（1） 労使委員会による決議事項の追加 

本改正により、企画業務型裁量労働制の適用に際して、労使委員会による決議で定めなければならない事項とし
て、以下の①～③の事項が追加されました。なお、前述のとおり、企画業務型裁量労働制においては、本人同意の
取得、同意をしなかった場合に不利益な取扱いをしないこと、及び同意に関する記録を保存することに関する決議
は本改正前から既に義務付けられていましたが、本改正により、同意の撤回の手続及びその記録の保存に関する決
議についても義務付けられました。 

 
① 対象業務に従事する労働者（以下「対象労働者」といいます。）の同意の撤回に関する手続（改正後規則 24

条の 2の 3第 3項 1号） 
② 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと（同 2

号） 
③ ①の同意の撤回に関する労働者ごとの記録を決議の有効期間中及びその満了後5年間（当面の間は3年間）

保存すること（同 24条の 2の 3第 3項 4号ハ、同 24条の 2の 3の 2、同附則 71条） 
 

（2） 労使委員会の構成・運営に関する要件の追加 

本改正により、労使委員会の構成・運営に関して、新たに以下の①～③の要件が追加されました。 
 
① 労使委員会の労働者側委員の指名は、使用者の意向に基づくものであってはならないこと（改正後規則 24

条の 2の 4第 1項） 
② 労使委員会の運営規程に以下の事項を追加すること（同 4項） 

 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容についての使用者から労使委員会に対する説明に関す
る事項（説明を事前に行うことや説明項目など） 

 制度の趣旨に沿った適正な運営の確保に関する事項（制度の実施状況や把握の頻度や方法など） 
 労使委員会の開催頻度を 6か月以内ごとに 1回とすること 

③ 使用者は、労働者側委員が労使委員会の決議等に関する事務を円滑に遂行することができるよう必要な配慮
を行わなければならないこと（同 7項） 

 

（3） 定期報告の頻度の変更 

企画業務型裁量労働制を導入している使用者は、対象労働者の労働時間の状況及び当該労働者の健康・福祉確保
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措置の実施状況を、所轄労働基準監督署長に定期的に報告する必要があります（労基法 38 条の 4 第 4 項）。この
定期報告の頻度について、現行法においては、労使委員会の決議が行われた日から起算して 6か月以内ごとに 1回
とされていましたが、本改正により、労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は 6か月以内に 1回、
その後 1年以内ごとに 1回行うものとされました（改正後規則 24条の 2の 5）。 

 

（4） その他留意事項 

 本改正においては、企画業務型指針についても改正がなされ（令和 5年厚生労働省告示第 115号）、様々な留意
事項が追加されました。 
例えば、健康・福祉確保措置に関しては、健康・福祉確保措置として定めることが適切な内容として、以下のと

おり、新たに、勤務間インターバルの確保、深夜労働の回数制限、労働時間の上限措置、一定の労働時間を超える
対象労働者への医師の面接指導が選択肢として追加されました（太字下線が本改正による追加事項）。その上で、
健康・福祉確保措置を決議するに当たっては、「事業場の対象労働者全員を対象とする措置」として、下記①～④
までの措置の中から 1 つ以上を実施し、「個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置」として、下記⑤～⑩まで
の措置の中から 1つ以上を実施することとすることが望ましいとされました（改正後企画業務型指針（以下「改正
後指針」といいます。）第 3の 4(1)、同(2)ハ）。なお、これらの改正は企画業務型指針において定められたもので
すが、健康・福祉確保措置については、専門業務型裁量労働制についても企画型裁量労働制におけるそれと同等の
ものとすることが望ましいとされています（平成 15年 10月 22日 基発第 1022001号）。 

 
【事業場の対象労働者全員を対象とする措置】 

① 勤務間インターバルの確保 
② 深夜労働の回数制限 
③ 労働時間の上限措置（一定の労働時間を超えた場合の制度の適用解除） 
④ 年次有給休暇についてまとまった日数連続して取得することを含めたその取得促進 

 
【個々の対象労働者の状況に応じて講ずる措置】 

⑤ 一定の労働時間を超える対象労働者への医師の面接指導 
⑥ 代償休日又は特別な休暇の付与 
⑦ 健康診断の実施 
⑧ 心とからだの健康問題についての相談窓口設置 
⑨ 適切な部署への配置転換 
⑩ 産業医等による助言・指導又は対象労働者に産業医等による保健指導を受けさせること 

 
また、企画業務型裁量労働制の適用に関する労働者からの同意の取得に関し、①使用者は、労働者に対して、当

該事業場における企画業務型裁量労働制の制度の概要、企画業務型裁量労働制の適用に同意した場合に適用される
評価制度・賃金制度の内容、それに同意しなかった場合の配置及び処遇について明示した上で説明して、当該労働
者の同意を取得する、②十分な説明がなされなかったこと等により、当該同意が労働者の自由な意思に基づいてさ
れたものとは認められない場合には、労働時間のみなしの効果は生じないこととなる場合があることが、新たな留
意事項として追加されました（改正後指針第 3の 6(2)イ）。他にも、対象労働者の要件、本人の同意の撤回、裁量
性の確保、みなし労働時間の設定と処遇の確保、労使委員会の実効性確保、苦情処理措置のそれぞれの項目につい
て様々な留意事項が追加されています。 

労使協定事項・労使委員会の決議事項のまとめ 

本改正により、2024年 4月以降、専門業務型裁量労働制の労使協定、企画業務型裁量労働制の労使委員会の決
議において定めておく必要がある事項をまとめると、以下のとおりです（太字下線が本改正による追加事項）。 
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専門業務型裁量労働制の労使協定  企画業務型裁量労働制の労使委員会の決議  

① 制度の対象とする業務
② 労働時間としてみなす時間（みなし労働時間）
③ 対象業務の遂行の手段や時間配分の決定等に関
し、使用者が対象労働者に具体的な指示をしないこ
と

④ 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健
康・福祉を確保するための措置

⑤ 対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置
⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
⑦ 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不
利益な取扱いをしないこと

⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続
⑨ 労使協定の有効期間
⑩ 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、
苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労
働者ごとの記録を協定の有効期間中及びその
期間満了後5年間（当面の間は3年間）保存する
こと

① 制度の対象とする業務
② 対象労働者の範囲
③ 労働時間としてみなす時間（みなし労働時間）
④ 対象労働者の労働時間の状況に応じて実施する健康・
福祉を確保するための措置

⑤ 対象労働者からの苦情の処理のため実施する措置
⑥ 制度の適用に当たって労働者本人の同意を得ること
⑦ 制度の適用に労働者が同意をしなかった場合に不利
益な取扱いをしないこと

⑧ 制度の適用に関する同意の撤回の手続
⑨ 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する
場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うこと

⑩ 労使委員会の決議の有効期間
⑪ 労働時間の状況、健康・福祉確保措置の実施状況、
苦情処理措置の実施状況、同意及び同意の撤回の労
働者ごとの記録を決議の有効期間中及びその期間満
了後5年間（当面の間は3年間）保存すること

（出所）厚生労働省「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」（2023年 3月） 

おわりに 

 本改正は、2024年 4月 1日から施行・適用される予定であり、新たに、又は継続して裁量労働制を導入するた
めには、裁量労働制を導入する全ての事業場で、本改正に対応した労使協定届又は労使委員会決議届を、裁量労働
制を導入・適用するまで（継続導入する事業場では 2024年 3月末まで）に、労働基準監督署に届け出る必要があ
ります。労使協定届や労使委員会決議届に不備があり、裁量労働制の適用が認められない場合には、通常の労働時
間制が適用されることになり、各企業は、割増賃金の支払いが必要になる可能性があるため、注意が必要です。 
 各企業におかれては、2024年 4月 1日の本改正の施行に向けて、本ニュースレターの解説を参考にしていただ
き、裁量労働制の導入又は継続についての準備を行っていただければと思います。 

https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
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